
大分営業所

熊本営業所

オブザーバー拠点

加古川営業所

伊丹営業所

洲本営業所

神戸第一営業所

相模原営業所

尾西営業所

津営業所

宮崎営業所

兵庫支店　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

高槻営業所

四国支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 徳島営業所

阿南営業所

埼玉事業所　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 日高営業所

海老名営業所

東神奈川支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

西院営業所

横浜営業所

新子安営業所

平成24年3月1日現在

旭川営業所

北海道支店　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

岩見沢営業所

札幌西営業所

室蘭登別営業所

支店実行責任者　　　各支店長

札幌営業所

アトム運輸株式会社　安全マネジメント推進委員会組織図

稚内営業所

八雲営業所

日高営業所

函館営業所

倶知安営業所

白河営業所

帯広営業所

松本営業所

飯田営業所

三重支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

西神奈川支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

福島事業所　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 郡山営業所

会津営業所

福井営業所

いわき北営業所

新座営業所東京支店　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

山梨営業所

豊橋営業所

富士吉田営業所

名古屋営業所愛知支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

秦野営業所

横須賀営業所

湘南営業所

金沢営業所

京滋支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

四日市営業所

伊勢営業所

阪奈和支店　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 大阪第一営業所

彦根営業所

滋賀中央営業所

伊賀上野営業所

神戸第二営業所

山陰支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 米子営業所

鳥取営業所

九州支店　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 小倉営業所

北近畿第二営業所

北近畿第一営業所

姫路第一営業所

姫路第二営業所

筑豊営業所

益田営業所

CS山陰営業所

出雲営業所

松江営業所

倉吉営業所

江津営業所

北関東支店　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員

北陸支店　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 石川営業所

能登営業所

富山営業所

長野事業所　　　　安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進委員 更埴営業所

副委員長

庶務

長島営業所

長居営業所

奈良営業所

打田営業所

豊川営業所

幸田営業所

鳴海営業所

大阪第二営業所

京都営業所

東海営業所

半田営業所

鹿児島営業所

派
遣

取締役会

社長

最高責任者
安全統括管理者

兼委員長

常務

内部監査担当

豊中営業所

八尾営業所



※１　社会的影響が大きい事故の各機関への対応は、安全統括管理者が行う。（行政庁への報告、報道機関からの問い合わせ、現地からの情報・指示）

※２　自動車事故報告規則に基づく事故
①転覆　②転落　③火災　④踏切　⑤10台以上の衝突　⑥死傷（重傷者：入院14日以上の傷害、入院を要する傷害で治療期間が30日以上）　⑦
10人以上の負傷者　⑧酒気帯び･無免許･無資格･麻薬等による事故　⑨健康状態に起因する事故  ⑩車両故障による運行不能　⑪鉄道施設を
損傷し3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの　⑫高速道･自動車専用道で3時間以上通行を禁止させたもの　⑧国交大臣が報告を指示し
たもの

リスク発生！（危機）

当事者

（担当者）
救急車連絡（１１９）

応急処置及び二次災害防止

警察へ通報（１１０）

相手／地域住民

顧客（コカ・コーラ社）

お得意様（ディーラー）

警察・消防・陸運・労基等の関係官庁

リスク発生時の社内対応フロー図

管理本部長

（安全統括管理者）

《自社重大事故の定義》

・自動車事故報告規則に基づく事故（※２）

・コカ・コーラ社並びに顧客に損害を与える事故

・被害者及び自社に多大な損害を与える事故

対応を協議し、指示する

営業本部長

社長

オペレーショングループリーダー 社長室グループリーダー

コンプライアンスチームエリア統括

支店長（事業所長）

上司

交通事故

不正・不法行為

不祥事／ﾄﾗﾌﾞﾙ

クレーム

天災等災害

交通事故の場合

状況に応じて対応



交通事故発生時の対応措置順序

（１） 緊急措置の義務

・ 事故現場に車両を停止する

・ 負傷者の有無を確認する

負傷者の救出 ⇒ 応急手当 ⇒ 安全な場所に移動 ⇒ １１９番への通報

・事故現場の周辺の危険防止措置を講ずる

事故の続発を防ぐための車両や負傷者の移動など

（２） 事故報告の義務

・ 警察官への通報

交通事故が発生した日時・場所 ⇒ 死傷者の有無・人数 ⇒ 負傷の程度 ⇒

損傷した物損壊の概要 ⇒ 事故車の積載物 ⇒ 危険防止について講じた措置など

（３） 警察官の不退去命令に従う義務

・ 警察官が現場に到着するまで立ち去ってはならない旨の命令を受けたときは、その命令に従う

（４） 相手方などノートに書き記す

・ 免許証により相手方を確認

運転者の住所・氏名・年齢・連絡先など

・ 車検証により相手車両の確認

使用者の住所・氏名・連絡先・車両種別・車両登録ナンバー・保険加入状況など

・ 目撃者・証人の確保（警察官に連絡）

住所・氏名・連絡先、車両種別車両登録ナンバー

・ 警察官の所轄署名・氏名の確認

（５） 上司への報告

・ 上司に事故状況、救援の必要有無を正確に報告する

上司は、報告を受け、現場に直行、事故の内容・原因等の関係、業務の補填・変更、顧客

への報告などを行う

・ 業務の支障状況、顧客（ｺｶ･ｺｰﾗ社）とお得意様（ﾃﾞｨｰﾗ）への報告の指示を受ける

お得意様に対する製品の遅配が生じる場合は、まず顧客（ｺｶ･ｺｰﾗ社）の承諾を得て、電話

でお詫びし、当日中に事故当事者、もしくは代理の者が配送する旨を伝える

・ 帰社後その日のうちに事故報告書を作成し、提出する

事故と損害の概要・事故現場の略図・車両進行方向・車両の状況・その他参考になるもの

（６） 高速道路で発生した場合の義務

・ 後続車事故防止

停止表示器材を後方から見やすい位置に置く

・ 交通管制室への通報

非常電話で交通管制室に事故を通報する

・ 被害防止

待機するときは、必ずガードレールなどの外側に出る

（７） 交通事故発生後の謝罪など

・ 被害者への見舞い・謝罪

・ 顧客（ｺｶ･ｺｰﾗ社）の報告・謝罪

・ お得意様（ﾃﾞｨｰﾗ）への謝罪

・ 保険会社への報告

・ 本社への報告（電話での第一報、事故報告書の送付）

・ 運輸支局への報告（重大事故は３０日以内に報告） なお、転覆・転落・火災・踏切事故で

あって、死者又は重傷者が発生した場合は、２４時間以内に電話等で速報する



 

平成２４年 運輸安全マネジメント 

アトム運輸株式会社 

 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

   『安全はすべてに優先する』をスローガンに交通事故防止活動を推進する。 

   私たちは、トラックによる輸送を行う事業活動が地域社会、地球環境に与える影響を正しく認識し、

安全マネジメントを構築、かつ、継続的に改善することにより交通事故防止を図ります。 

   これらを推進するため、交通事故防止の目的を設定し、定期的な見直しを図ることにより、全従業

員で交通事故防止活動に取り組みます。 

【重点施策】 

  ①全従業員が交通事故防止活動に取り組むよう啓蒙活動を推進し交通安全教育を徹底します。 

   ②貨物自動車運送事業法、道路交通法など関係法令を確実に遵守します。 

   ③全従業員が五つの“セーフティーファースト”を徹底し、交通事故を未然に防止するとともに、

エコドライブを推進して環境負荷低減に努めます。 

   ④人間の注意力には限界があり、それをカバーするための様々な安全機器を積極的に導入します。 

   ⑤基本方針は、従業員に周知させるとともに安全に関わる情報は積極的に社外に公開します。 

 

２．輸送の安全に関する目標、その達成状況 

  ①全社及び支店の事故低減目標及び実績 

部門 項目 201２目標 201１年実績 

 

トラック部門 

 

重大事故（全社） 

有責事故（全社） 

対車両事故率（支店） 

ゼロ 

70 件以下 

４.７%以下 

  ２件 

９９件 

６.３% 

フォークリフト部門 事故件数（全社） ３件以下 ３件 

     ※重大事故とは、自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故をいう。 

     ※有責事故とは、無過失事故以外の事故をいう。 

 

②輸送の安全に対する実績(投資)額（主な事項）【中期投資額：1,000 万円】   （単位：円） 

実施事項 2010 年実績額 

ドライバーコンテスト（ﾄﾗｯｸ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ部門） 1,670,000 

無事故表彰（個人・管理者・営業所） 1,210,000 

アトムサマーキャンペーン 1,170,000 

 

３．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統（別掲 PDF） 

 

４．事故・災害等に関する報告連絡体制（別掲 PDF） 

 

５．輸送の安全に関する計画等 

①会議、コミュニケーション等に関すること 

 ・社長及び会社幹部による現場巡視 



 ・安全統括管理者による現場巡視 

・本部会議、支店会議 

・安全マネジメント推進委員会 

・エコドライブ推進委員会 

 ②指導教育、研修等に関すること 

・新人運転者の育成及び指導者の能力開発（本社） 

・運行管理、整備管理、労務管理に係る管理指導（出前指導） 

・安全運転、車両点検等の実技指導（出前講座） 

・交通安全教育年間計画（国交省告示･当社独自教育）による指導教育（支店） 

・適性診断結果による安全指導（支店） 

・運行管理者講習（一般･基礎）の受講（部外研修） 

・整備管理者研修（選任前･選任後）の受講（部外研修） 

・運輸安全マネジメント研修の受講（部外研修） 

・安全運転研修の受講（部外研修） 

  ③安全機器等の導入に関すること 

   ・バックモニターの設置 

   ・デジタルタコメーター、ドライブレコーダーの設置拡大 

   ・中型車の側方方向指示器（大型車用）とサイドアンダーミラーの設置（新車） 

  ④安全情報、事故情報の共有及び伝達に関すること 

   ・「交通安全カレンダー」による事故防止意識の高揚 

   ・「交通安全の広場」による関係法令及び事故防止対策の周知 

   ・「月間安全項目強化ポスター」による事故防止意識の共有 

   ・「事故件数速報」の社内掲示 

   ・ヒヤリ･ハットの情報収集及び共有化 

   ・危険予知トレーニングの定例化による啓蒙 

   ・エコドライブ（燃費実績）に係るセグメントシートの社内掲示 

  ⑤交通安全に係る各種活動の促進及び表彰に関すること 

   ・無事故表彰（個人･管理者･営業所対象） 

   ・エコドライブ推進に係る表彰 

・サマーキャンペーンの開催及び表彰 

・全国交通安全運動、年末年始総点検期間における事故防止の啓蒙 

 

６．輸送の安全に関する教育及び研修(会議含む)の計画（社内実施） 

時期 項目 担当 教育・研修(会議)等 対象者 

３月 研修 本社 新任管理・監督者研修（ｱﾄﾑ大学主催） 新任管理監督者 

３月 研修 本社 運行管理者研修 新選任者、補助者 

４月 研修 本社 新入社員研修（ｱﾄﾑ大学主催） 新入社員 

４月 研修 本社 安全運転指導者研修（ｱﾄﾑ大学主催） 新任管理監督者 

随時 研修 本社/支店 仮採用者教育（55W ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ） 仮採用者 

随時 教育 本社 安全運転・車両点検出前講座（実技指導） 事故多発支店 



 

 

 

 

 

 

 

７．輸送の安全に関する内部監査結果、措置内容 

  ①内部監査の実施 

  ②内部監査結果及び措置 

 

８．安全管理規程、安全統括管理者 

  ①安全管理規程（別掲 PDF） 

②安全統括管理者 常務取締役 本 秀行 

 

 

 

随時 教育 支店 新任運転者教育（国交省告示） 新規採用者 

毎月 教育 支店 国交省告示及び自社独自項目（通年） 運転者 

４月 会議 本社/支店 エコドライブ推進委員会 推進委員 

５月 会議 本社/支店 安全マネジメント推進委員会 推進委員 

毎月 会議 本社 本部会議（社長主催） 支店長･管理監督者 

毎月 会議 本社 部門長会議 各部門長 


